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発委第３号 

 

「刑事訴訟法の再審規定（再審法）」の改正を求める意見書 

 

上記の議案を，別紙のとおり会議規則第１４条第３項の規定により提出する。 

 

令和２年９月１８日 

 

 

総務経済委員長  塚 本 光 司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「刑事訴訟法の再審規定（再審法）」の改正を求める意見書（案） 

 

再審は，無辜が救済される最後の砦です。罪を犯していない人が，犯罪者と

して法による制裁を受ける。これは，冤罪です。冤罪は人生を破壊し，人格を

否定すると同時に，法制度自体の正当性を失わせるものです。冤罪はあっては

ならないと，誰しも認めることでありながら後を絶ちません。 

２０１０年の足利事件に始まり，布川事件，東電ＯＬ事件，東住吉事件，そ

して昨年３月の松橋事件に至るまで，無期懲役という重罰事件の再審無罪が続

きました。最近も，殺人罪で１２年の有期刑満期後に再審を申し立てた湖東記

念病院人工呼吸器事件で，今年４月に再審無罪が確定したばかりです。 

また２０１４年には，元プロボクサーの袴田巖さんが４７年ぶりに死刑囚監

房から解放されるという歴史的な出来事もありました。 

しかし，これらの事件で再審開始が認められて無罪となる過程では，常に検

察による甚大な妨害が立ちはだかっていました。 

その大きな壁の一つは，検察が捜査で集めた証拠を隠匿し，証拠を開示しな

いことです。再審請求では，無実を主張する請求人と弁護側から，新規・明白

な無罪証拠を提出することが求められます。ところが，証拠のほとんどは強制

捜査権を持つ警察・検察の手にあるだけでなく，当事者主義の名の下に，それ

らは開示する義務はないとされ，しばしば無罪証拠が隠されたまま，有罪が確

定する事例が後を絶ちません。 

無罪となった再審事件で，「新証拠」の多くが，実は当初から検察が隠し持

っていたものであった事実には，心が凍る恐怖を覚えます。無罪証拠が当初か

ら開示されていたら，冤罪は生まれず，当事者の人生は全く別のものとなって

いたからです。 

通常審では，公判前整理手続きを通じて，不十分ながらも一定の要件で証拠

開示が制度化されました。しかし再審における証拠開示には，何一つルールが

ありません。その結果，証拠が開示されるか否かは裁判官の個別判断や検察官

の任意に委ねられることとなり，法の下の平等原則さえも踏みにじられていま

す。 

次に大きな壁は，再審開始決定に対する検察による不服申立てが許されてい

ることです。大崎事件の原口アヤ子さん（９０歳を超えました）は，検察の即

時抗告，さらに特別抗告により，再審が未だ実現されていません。袴田事件は

検察の即時抗告によって再審開始決定が取り消され，再審請求審が無用に長期

化しています。名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さんにいたっては，１９６４年一

審無罪判決，２００５年再審開始決定を得ながら，検察の即時抗告，異議申立

てにより，８９歳で無念の獄死をとげられました。 



公益の代表という検察官の法的地位からしても，裁判所の決定にいたずらに

逆らい，こうした悲劇をくり返すことに，法的な制限を加える必要があること

は明確です。 

このように，再審における証拠開示制度の確立，検察官の上訴制限が，無辜

の救済のための焦眉の課題です。 

現行の刑訴法の再審の規定は，日本国憲法第３９条を受けて不利益再審の規

定を削除しただけで，大正時代の旧刑訴法のままです。現行の再審規定のルー

ツである職権主義のドイツもすでに５０年以上前に再審開始決定に対する検察

上訴を禁止しています。 

また，証拠開示については，２０１６年の刑事訴訟法の「改正」の附則にお

いて，「政府は，この法律の公布後，必要に応じ，速やかに，再審請求審にお

ける証拠の開示」について検討を行うとしており，政府はこれを踏まえ，証拠

開示の制度化を行うことが求められています。 

無辜の者を誤った裁判から迅速に救済するために，今こそ下記事項について

「刑事訴訟法の再審規定（再審法）」の改正を行うことを要請します。 

 

記 

 

１．再審における検察手持ち証拠の全面開示 

２．再審開始決定に対する検察の不服申立て（上訴）の禁止 

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

令和２年９月１８日 

 

茨城県美浦村議会 

 

（提出先） 

内閣総理大臣，法務大臣 

 

 

 

 

 

 

 



発委第４号   

 

   教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書 

 

 上記の議案を，別紙のとおり会議規則第１４条第３項の規定により提出する。 

 

  令和２年９月１８日提出 

 

 

厚生文教委員長  林  昌 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書（案） 

 

学校現場では，解決すべき課題が山積しており，子どもたちのゆたかな学びを

実現するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況

となっています。 

学校現場では，新学習指導要領への対応だけでなく，貧困・いじめ・不登校な

ど解決すべき課題が山積しており，子どもたちのゆたかな学びを実現するため

の教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっていま

す。ゆたかな学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配措置ではなく抜

本的な定数改善計画に基づく教職員定数改善が不可欠です。 

義務教育費国庫負担制度については，小泉政権下の「三位一体改革」の中で国

庫負担率が２分の１から３分の１に引き下げられました。厳しい財政状況の中，

独自財源による定数措置が行われていますが，地方自治体の財政を圧迫してい

ます。国の施策として定数改善にむけた財源保障をし，子どもたちが全国のどこ

に住んでいても，一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。ゆたか

な子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠です。 

よって，国会及び政府におかれては，地方教育行政の実情を十分に認識され，

地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるようにするために，下記

の措置を講じられるよう強く要請します。 

 

記 

 

１．計画的な教職員定数改善により少人数学級を推進すること。 

２．教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため，義務教育費国庫負担制度

を堅持すること。 

   

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  令和２年９月１８日 

茨城県美浦村議会   

 

（提出先） 

衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，財務大臣，総務大臣，文部科学大臣 

 

 

 



発委第５号   

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に 

対し地方税財源の確保を求める意見書 

 

 上記の議案を，別紙のとおり会議規則第１４条第３項の規定により提出する。 

 

  令和２年９月１８日提出 

 

 

   議会運営委員長  沼﨑 光芳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に 

対し地方税財源の確保を求める意見書（案） 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は，甚大な経済的・社会的影響をもたらして

おり，国民生活への不安が続いている中で，地方税・地方交付税等の一般財源の

激減が避けがたくなっている。 

地方自治体は，福祉・医療，教育・子育て，防災・減災，地方創生，地域経済

活性化，雇用対策など喫緊の財政需要への対応をはじめ，長期化する感染症対策

にも迫られ，今後の地方財政は，かつてない厳しい状況になることが予想される。 

よって，国においては，令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け，下

記事項を確実に実現されるよう，強く要望する。 

 

記 

 

１．地方の安定的な財政運営に必要な地方税，地方交付税等の一般財源総額を

確保・充実すること。その際，臨時財政対策債が累積することのないよう，

発行額の縮減に努めるとともに，償還財源を確保すること。 

２．地方交付税については，引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発

揮できるよう，総額を確保すること。 

３．令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから，万全

の減収補填措置を講じるとともに，減収補填債の対象となる税目について

も，地方消費税を含め弾力的に対応すること。 

４．税源の偏在性が小さく，税収が安定的な地方税体系の構築に努めるととも

に，国税・地方税の政策税制については，積極的な整理合理化を図り，新

設・拡充・継続に当たっては，有効性・緊急性等を厳格に判断すること。 

５．特に，固定資産税は，市町村の極めて重要な基幹税であり，制度の根幹を

揺るがす見直しは，家屋・償却資産を含め，断じて行わないこと。また，新

型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた特例措置は，本来国

庫補助金等により対応すべきものであり，今回限りの措置として，期限の到

来をもって確実に終了すること。 

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和２年９月１８日 

 

茨城県美浦村議会   



（提出先） 

衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，財務大臣，総務大臣， 

厚生労働大臣，経済産業大臣，内閣官房長官，経済再生担当大臣，

まち・ひと・しごと創生担当大臣 

 


